
第２節　障害者基本計画（第３次）策定 
１　障害者基本計画（第３次）の基本的な考え方
（１）　障害者基本計画の位置付け
　障害者基本計画は、障害者基本法第11条第１項に基づき、障害者の自立
及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため
に策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的
な計画として位置付けられる。

（２）　障害者基本計画（第３次）の対象期間
　第３次計画は、より長期的な展望を視野に入れつつ、平成25年度から29
年度までの概ね５年間を対象とする。

（３）　障害者基本計画（第３次）の構成
　第３次計画は、「Ｉ　障害者基本計画（第３次）について」、「II　基本
的な考え方」、「III　分野別施策の基本的方向」及び「IV　推進体制」で
構成される。「II　基本的な考え方」では、基本計画全体の「基本理念」
及び「基本原則」を示すとともに、「各分野に共通する横断的視点」を示
している。「III　分野別施策の基本的方向」では、障害者の自立及び社会
参加の支援等のための施策を10分野に整理し、それぞれの分野について基
本計画の対象期間に政府が講ずる施策の基本的な方向を示している。「IV
　推進体制」では、これらの取組を総合的かつ計画的に推進するための体
制を示している。これらの概要は、図表２のとおりである。
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■図表２　第３次障害者基本計画の概要

第３次障害者基本計画の特徴
障害者基本計画

経緯等

概要（特徴）

障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画

【これまでの計画】
障害者対策に関する長期計画（昭和57年度～平成４年度）
障害者対策に関する新長期計画（平成５年度～平成14年度）
※平成５年の障害者基本法成立（心身障害者対策基本法の全
面改正）により、同法に基づく基本計画として位置付け

障害者基本計画（平成15年度～平成24年度）

障害者基本法改正（平成23年）を踏まえ施策の基本原則を見直し
（①地域社会における共生等、②差別の禁止、③国際的協調）
また、施策の横断的視点として、障害者の自己決定の尊重を明記

【今回の検討経緯】
平成24年５月以降、障害者基本法改正（平成23年）で新設
された障害者政策委員会において調査審議
障害者政策委員会における検討を踏まえ、政府において計画
案を作成（計画原案に対しても委員会の意見を聴取）
また、８月23日から９月５日までパブリックコメントを実施

① 障害者施策の基本原則等の見直し

② 計画期間の見直し
制度や経済社会情勢の変化が激しいことを踏まえ、従来10年だっ
た計画期間を５年（平成25年度～平成29年度）に見直し
③ 施策分野の新設
障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定（平成25年）等を
踏まえ、以下の３つの分野を新設
７.　安全・安心
防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護　等

８.　差別の解消及び権利擁護の推進
障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止　等

９.　行政サービス等における配慮
選挙等及び司法手続等における配慮　等

④ 既存分野の施策の見直し
基本法改正や新規立法等を踏まえた既存施策の充実・見直し
・障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実（Ⅲ.1.（２）（３））
・精神障害者の地域移行の推進（Ⅲ.２.（２））
・新たな就学先決定の仕組みの構築（Ⅲ.３.（１））
・障害者雇用の促進及び就労支援の充実（Ⅲ.４.（１）（２））
・優先調達の推進等による福祉的就労の底上げ（Ⅲ.４.（３）（４））
・障害者権利条約の早期締結に向けた手続の推進（Ⅲ.10.（１）） 等
⑤ 成果目標の設定
計画の実効性を確保するため、合計45の事項について成果目標
（※）を設定
※　それぞれの分野における具体的施策を総合的に実施するこ
とにより、政府として達成を目指す水準

⑥ 計画の推進体制の強化
障害者基本法に基づく障害者政策委員会による実施状況の評・
監視等を明記。障害者施策に関する情報・データの充実を推進

第３次障害者基本計画の概要
Ⅰ障害者基本計画（第３次）について
位置付け：障害者基本法に基づき策定される、政府が講ずる障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の最も基本的な計画
計画期間：平成25（2013）年度から29（2017）年度までの概ね５年間

Ⅱ基本的な考え方
１．基本理念

２．基本原則

３．各分野に共通する横断的視点

Ⅳ推進体制

Ⅲ分野別施策の基本的方向

全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有
するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
（基本法１条）

①　地域社会における共生等（３条）
②　差別の禁止（４条）
③　国際的協調（５条）

①　障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援
②　当事者本位の総合的な支援
③　障害特性等に配慮した支援
④　アクセシビリティの向上
⑤　総合的かつ計画的な取組の推進

１．連携・協力の確保
２．広報・啓発活動の推進
３．進捗状況の管理及び評価（成果目標）
障害者政策委員会による計画の実施状況の評価・監視

４．法制的整備
５．調査研究及び情報提供

１．生活支援
障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実　等

２．保健・医療
精神障害者の地域移行の推進、難病に関する施策の推進　等

３．教育、文化芸術活動・スポーツ等
新たな就学決定の仕組みの構築、文化芸術活動等の振興　等

４．雇用・就業、経済的自立の支援
障害者雇用の促進及び就労支援の充実、福祉的就労の底上げ　等

５．生活環境
住宅の確保、バリアフリー化の推進、障害者に配慮したまちづくり　等

６．情報アクセシビリティ
放送・通信等のアクセシビリティの向上、意思疎通支援の充実　等

７．安全・安心
防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費者保護　等

８．差別の解消及び権利擁護の推進
障害を理由とする差別の解消の推進、障害者虐待の防止　等

９．行政サービス等における配慮
選挙等及び司法手続等における配慮　等

10．国際協力
権利条約の早期締結に向けた取組、国際的な情報発信　等

※　緑色の項目（７、８、９）は第３次計画における新規分野
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２　障害者基本計画策定の経緯
（１）　初めての長期計画
　障害者施策の総合的推進は、昭和45年（1970年）に成立した「心身障害
者対策基本法」（平成５年に「障害者基本法」に改正）において示され、
その後、国連が定めた1981（昭和56）年の「国際障害者年」を契機として、
さらにその推進が図られることとなった。
　国際障害者年は、その行動計画（昭和54（1979）年に国連で定められた。）
において、各国に様々な取組を勧告したが、その一つが各国の国内長期計
画の策定であった。
　これらを受けて、我が国では、有識者や当事者による中央心身障害者対
策協議会（現在の障害者政策委員会に相当）から昭和57（1982）年１月に
意見具申された「国内長期行動計画の在り方」の主旨を踏まえ、同年３月、
国際障害者年推進本部（本部長：内閣総理大臣）において「障害者対策に
関する長期計画」が策定された。
　この計画においては、啓発広報活動、保健医療、教育･育成、雇用･就業、
福祉･生活環境の各分野にわたり、その後の我が国の障害者施策の方向と
目標が示された｡なお、同計画に係る施策その他障害者に関する施策の総
合的、効果的な推進を図るため、総理府に昭和57年４月、障害者対策推進
本部（本部長：内閣総理大臣）が設置された｡（この本部は、後に障害者施
策推進本部と改名され、さらに、障がい者制度改革推進本部に引き継がれ
ている。）

分野別施策の基本的方向

１　生活支援
・相談支援体制の構築
・在宅サービス等の充実
・障害児支援の充実
・サービスの質の向上等
・人材の育成・確保
・福祉用具の研究開発及び身体障害
者補助犬の育成等
・障害福祉サービス等の段階的な検
討

２　保健・医療
・保健・医療の充実等
・精神保健・医療の提供等
・研究開発の推進
・人材の育成・確保
・難病に関する施策の推進
・障害の原因となる疾病等の予防・
治療

３　教育、文化芸術活動・スポーツ等
・インクルーシブ教育システムの構
築
・教育環境の整備
・高等教育における支援の推進
・文化芸術活動、スポーツ等の振興

４　雇用・就業、経済的自立の支援
・障害者雇用の促進
・総合的な就労支援
・障害特性に応じた就労支援及び多
様な就業の機会の確保
・福祉的就労の底上げ
・経済的自立の支援

５　生活環境
・住宅の確保
・公共交通機関のバリアフリー化の
推進等
・公共的施設等のバリアフリー化の
推進
・障害者に配慮したまちづくりの総
合的な推進

６　情報アクセシビリティ
・情報通信における情報アクセシビ
リティの向上
・情報提供の充実等
・意思疎通支援の充実
・行政情報のバリアフリー化

７　安全・安心
・防災対策の推進
・東日本大震災からの復興
・防犯対策の推進
・消費者トラブルの防止及び被害か
らの救済

８　差別の解消及び権利擁護の推進
・障害を理由とする差別の解消の推進
・権利擁護の推進

９　行政サービス等における配慮
・行政機関等における配慮及び障害
者理解の促進等
・選挙等における配慮等
・司法手続等における配慮等
・国家資格に関する配慮等

10　国際協力
・国際的な取組への参加
・政府開発援助を通じた国際協力の
推進等
・国際的な情報発信等
・障害者等の国際交流の推進

※緑色の項目（７、８、９）は第３次計画における新規分野
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（２）　障害者基本法に基づく長期計画
　平成５年に上記長期計画の後継計画として「障害者対策に関する新長期
計画」（平成５年～14年）が、さらに平成14年には、平成５年に改正され
た障害者基本法（昭和45年法律第84号）に基づく障害者基本計画（第２次）
（平成15年～24年）（以下「第２次計画」という。）が策定され、ノーマラ
イゼーションとリハビリテーションの理念の下、国は障害者施策の総合的
かつ効果的な推進に努めてきた。（平成５年の障害者基本法の改正により、
「障害者対策に関する新長期計画」は同法に基づく障害者基本計画とみな
すこととされており、平成14年に策定された基本計画は、障害者基本法に
基づくものとしては第２次の計画となる。）
　第２次計画においては、我が国が目指すべき社会を、障害の有無にかか
わらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」とす
ることを掲げ、各分野において着実な取組が進められてきた。この間、平
成16年の発達障害者支援法（平成16年法律第167号）の制定、平成17年の
障害者自立支援法（平成17年法律第123号）の制定、平成18年の改正教育
基本法（平成18年法律第120号）及びバリアフリー法（高齢者、障害者等
の移動等の円滑化の促進に関する法律。平成18年法律第91号）の制定等、
法令面でも進展が見られたところである。

（３）　国際社会の動向
　第２次計画の期間中、国際社会においては、平成18年に国連において、
障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際
条約である、障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」という。）
が採択され、平成20年に発効した。
　また、アジア太平洋地域においても、平成14年に滋賀県で開催された国
連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）ハイレベル政府間会合におい
て採択された「びわこミレニアム・フレームワーク」に基づき、すべての
人のための障壁のない、かつ権利に基づいた社会の実現に向けて、地域内
の取組が進められてきており、平成24年11月には「アジア太平洋障害者の
十年（2013-2022）」の行動計画である「アジア太平洋障害者の権利を実現
する仁川（インチョン）戦略」が採択された。

（４）　国内の動向
　一方、国内においては、我が国は障害者の権利及び尊厳を保護及び促進
する観点から、障害者権利条約の意義を認め、起草段階から積極的に参加
し、平成19年の署名以降、同条約締結に向けた国内法の整備を進めてきた。
　平成23年の障害者基本法の改正においては、日常生活又は社会生活にお
いて障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるという
いわゆる社会モデルに基づく障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合
理的配慮」の概念が盛り込まれるとともに、国内において障害者基本計画
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の実施状況を監視し、勧告を行う機関として障害者政策委員会が設置され
た。また、平成24年には、障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律。平成17年法律第123号）が制定された。
さらに、平成25年、改正障害者基本法第４条の「差別の禁止」の基本原則
を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、
障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。平
成25年法律第65号）が制定され、また、雇用の分野における差別の禁止を
推進するため、障害者雇用促進法が改正された（障害者の雇用の促進等に
関する法律。平成25年法律第46号）。
　また、この間、障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者
に対する支援等に関する法律。平成23年法律第79号）、障害者優先調達推
進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する
法律。平成24年法律第50号）、成年被後見人の選挙権の回復等のための公
職選挙法等の一部を改正する法律（平成25年法律第21号）等が議員立法に
より制定されている。
　これらの法制度整備等を踏まえ、政府は平成25年12月４日に障害者権利
条約の締結について国会承認を得た。我が国は平成26年１月20日同条約を
批准し、同条約は２月19日に我が国について発効した。

（５）　障害者基本計画（第３次）の策定
　第２次計画の期間の満了を迎えるに当たり、障害者政策委員会において
は、以上のような国際社会の動向、これまでの国内における取組の進展等
を踏まえ、平成24年７月以降、新たな障害者基本計画に関する調査審議を
行ってきた。その結果、障害者政策委員会は、同年12月17日、「新『障害
者基本計画』に関する障害者政策委員会の意見」を取りまとめ、これを内
閣総理大臣に提出した。
　これを受け、政府においては、障害者政策委員会の意見に示された考え
方を踏まえて新たな障害者基本計画の原案を作成し、原案に対する障害者
政策委員会の意見の聴取を行った。
　政府は、障害者政策委員会の意見及びパブリックコメントにおいて寄せ
られた意見を踏まえ、障害者基本計画（第３次）（以下「第３次計画」と
いう。）を策定（平成25年９月27日閣議決定）し、障害の有無にかかわらず、
国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向け、障
害者の自立と社会参加の支援等のための施策の一層の推進を図るものとし
た。

３　障害者基本計画（第３次）の特徴
（１）　障害者施策の基本原則等の見直し
　第３次計画では、平成23年の障害者基本法改正の内容を踏まえ、計画の
基本原則として、前述のとおり、①地域社会における共生等、②差別の禁
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止、③国際的協調を盛り込んだ。

（２）　計画期間の見直し
　昨今の障害者施策を取り巻く経済・社会状況の変化が早いこと等を踏ま
え、第２次計画までは10年としていた計画期間を５年（平成25年度～29年
度）に見直した。

（３）　施策分野の新設及び既存分野の施策の見直し
　障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定（平成25年）等を踏まえ、
以下の三つの分野を新設した。
　○ 　Ⅲ．７．安全・安心（防災、東日本大震災からの復興、防犯、消費

者保護等）
　○ 　Ⅲ．８．差別の解消及び権利擁護の推進（障害を理由とする差別の

解消の推進、障害者虐待の防止等）
　○ 　Ⅲ．９．行政サービス等における配慮（選挙等及び司法手続等にお

ける配慮等）
　また、第２次計画においても記載のあった既存分野についても、例えば、
障害児・者のニーズに応じた福祉サービスの充実（Ⅲ．１．（２）（３））
精神障害者の地域移行の推進（Ⅲ．２．（２））、新たな就学先決定の仕組
みの構築（Ⅲ．３．（１））、障害者雇用の促進及び就労支援の充実（Ⅲ．４．
（１）（２））、優先調達の推進等による福祉的就労の底上げ（Ⅲ．４．（３）
（４））等、障害者基本法改正や近年行われた障害者施策に関する新規立
法等を踏まえた既存施策の充実見直しを行った。

（４）　成果目標の設定及び計画の推進体制の強化
　計画の実効性を確保するため、合計45の事項について、成果目標を設定
した。また、障害者基本法に基づく障害者政策委員会による実施状況の評
価・監視等を明記するとともに、障害者施策に関する情報・データの充実
を推進することとした。
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